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１　電気事業
（１）販売電力量

・
・

・

・

(単位：MWｈ)

（２）販売電力収入
・

・
(単位：千円)

２　工業用水道事業
・
・

契約数 契約数

(社) (社)

84 84
13 13

３　埋立事業
（１）新規売却及び長期貸付等
・ 竹内団地で１社と長期貸付契約を締結した。

(単位：千円)

※同社は昨年度まで長期貸付先だったが、貸付期間満了に伴い、新たに長期貸付契約を締結したもの

（２）一括即納売却、割賦販売、長期貸付の収入状況 (単位：千円)

区分
（0社） （0社） （11社） （11社）

※長期貸付の内訳は、毎月払1社、年払10社。（すべて既契約分）

令和３年度第１・四半期各事業実績について
令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ０ 日
企業局経営企画課

第１四半期の全体での実績は、目標に対して７１．２％、対前年比で６２．５％となった。
水力発電は、雪解け水や雨量が少なかったことなどにより、目標に対して６６．３％と下回り、前年稼働の舂米
発電所の運営権移譲、小鹿第二発電所の運転停止があり、対前年比でも５８．５％と下回った。

風力発電は、概ね風況に恵まれたことから、目標に対して１０９．８％と上回ったものの、対前年比では９４．７％
と下回った。

太陽光発電は、概ね日照に恵まれたことから、目標に対して１１４．９％と上回ったものの、対前年比では
９４．８％と下回った。

区分
令和３年度 前年度

実績（C）
対前年比
B/C目標（A） 実績（B) B/A

水力 第１四半期 33,060 21,917 66.3% 37,437 58.5%
風力 第１四半期 1,296 1,423 109.8% 1,502 94.7%
太陽光 第１四半期 2,527 2,904 114.9% 3,064 94.8%
合計 第１四半期 36,883 26,244 71.2% 42,003 62.5%

第１四半期の全体での実績は、風力と太陽光が好調も、水力発電が目標発電量を下回ったことから、目標に
対して８０．７％、対前年比でも６８．７％と下回った。
発電区分別では、目標に対し水力発電が６９．３％、風力発電が１０９．８％、太陽光発電が１１４．９％となった。

区分
令和３年度 前年度

実績（C）
対前年比
B/C目標（A） 実績（B) B/A

水力 第１四半期 367,922 254,921 69.3% 428,534 59.5%
風力 第１四半期 27,187 29,850 109.8% 31,508 94.7%
太陽光 第１四半期 99,595 114,461 114.9% 120,745 94.8%
合計 第１四半期 494,704 399,232 80.7% 580,787 68.7%

日野川工業用水は、契約数８４社、契約水量２８，４００㎥/日と前年に比べ増減はなかった。
鳥取地区工業用水は、対前年比で契約数１３社と増減はなかったものの、1社の契約水量減等により、契約水
量は５，９００㎥/日と５０㎥/日の減となった。

区分
令和３年度 前年度

対前年比
A/B

契約水量 収入額（Ａ）
(千円)

契約水量 収入額（B）
(千円)(㎥/日) (㎥/日)

日野 第１四半期 28,400 68,119 28,400 68,385 99.6%
鳥取 第１四半期 5,900 28,602 5,950 28,683 99.7%

地区 区分 売却先 貸付期間 面積(㎡) 年間貸付料

0 0 74,964 74,964

竹内 長期貸付 株式会社カワバタ印刷
R3.4.1～
R23.3.31

4,399.30㎡ 2,200

一括即納売却 割賦販売 長期貸付 合計
第１四半期
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米子市水道局及び鳥取県企業局情報交換会（第４回）の概要について 
 

                              令和３年８月２０日 
                              企業局経営企画課 

  
米子市水道局及び県企業局において、各々の事業内容、経営状況、課題及び今後の取組等に関す

る情報の共有を図り、今後の運営・経営改善につなげていくため、水道事業と日野川工業用水道事
業の運営や経営等に関する情報交換会の第４回会合を以下のとおり開催しました。 
 

 
１ 日 時 令和３年７月１５日（木）午後２時３０分から４時まで 
２ 場 所 米子市水道局 
３ 出席者 米子市水道局副局長兼計画課長、次長兼総務課長ほか２名 
      県企業局経営企画課長、工務課長、西部事務所長ほか３名 
 
４ 概 要 
（１）開催趣旨 
   県と米子市で、日野川工業用水道と水道事業の運営や経営等に関する情報交換会を開催する

ことにより、各々の事業内容、経営状況、課題及び今後の取組等に関する情報の共有を図り、
今後の運営・経営改善につなげていく。(今回は、実務的な情報交換として実施。) 

 
（２）米子市石州府の工業用水道事業について 

《米子市水道局》 
  ・米子市の工水事業は、シャープ米子㈱の業態転換に伴い、令和元年７月末で供給を停止して 
    以降、供給再開に備え施設の保守管理を行っているが、同社の工水再使用による供給再開の 
   目途はたたず、赤字を計上する状況にある。 
  ・今後、上水道への転用も視野に、工水事業廃止の方向に向けた検討を開始したい考えである。 
       【米子市工業用水道事業の概要】  

     ・供給地域  石州府工業適地 

     ・給水能力  1,900 ㎥/日 

     ・給水開始  平成４年４月（旧 ㈱米子富士通向けに供給） 

《県企業局》 
  ・仮に市の工水が廃止となった場合における石州府地内での工水の県の役割について、市工水

の給水能力を補完しても県工水の余剰能力を有することから機能代替は可能である。 
  
（３）業務の外部委託について 

《米子市水道局》 
  ・現在、県企業局が外部委託している工水の運転・監視、検針、資産管理や施設点検などの業

務に相当するものは、現在、全て水道局が直営で行っている。 
・一方で、市下水道との連携の一環として、営業部門(使用量の検針、料金の調定、請求、収
納、閉栓等)の一元化委託について今後検討を行うこととしている。 

 
《県企業局》 
・現在、県が外部委託している業務の中には、市が直営でされている業務と共通するものがあ
ると考える。市との連携可能な部分があれば、協力して対処していきたい。 

 
（４）その他 
  ・コロナ禍におけるユーザー対応(支援策)、滞納者への対応等について意見交換を行った。 
 
（５）今後の予定 
  ・米子市の工水事業の検討状況も踏まえながら、今後の県工業用水道営業の役割整理や運営・

経営改善に向けた協力・連携方策について検討を行う。（次回の開催時期は今後調整） 
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竹内工業団地の土地売買契約について（株式会社グリーンクロス） 
令和３年８月２０日  

企業局経営企画課  

 

  竹内工業団地の５号地(境港市竹内団地 78)について、株式会社グリーンクロス（本社：福岡県福岡市)

と土地売買契約を令和３年７月１５日に締結しました。 

 同社は、建設工事用保安用品(安全標識、看板等)の販売、レンタルを手掛けており、業務拡大に伴い、

輸入する商品の荷揚げ基地として境港を活用するとともに、取引先への安定した供給配送を確保するため、

物流拠点として購入地に倉庫と事務所を開設するものです。 

 

１ 売却先企業の概要 

（１） 名  称  株式会社グリーンクロス 

（２） 代 表 者  代表取締役 久保 孝二（くぼ こうじ） 

（３） 所 在 地  福岡県福岡市中央区小笹五丁目２２番３４号（県内支店：鳥取市覚寺４８－６） 

（４） 業  種  卸売業（工事保安用品） 

（５） 従業員数  ７０４人（会社全体） 

２ 売却の内容 

（１） 売却面積  ４，３１４．０５㎡（境港市竹内団地７８）  

（２） 用  途  事務所及び倉庫 

（３） 売却金額  ４９，６９７，８５６円（＠１１，５２０円／㎡） 

（４） 支払方法  一括払い 

３ 売却地での事業概要 

（１） 事業内容  工事保安用品の販売及びレンタルの物流拠点（事務所及び倉庫） 

（２） 投 資 額   １４９，６９７千円（土地代 49,697千円、建設費100,000千円） 

（３） 従業員数  ２０人（うち新規常用雇用予定 １０人） 

（４） スケジュール  令和３年１０月～令和４年４月 施設建設 

           令和４年  ５月        操業開始 

【竹内団地(売却地付近)の平面図】 

       
【参考】竹内工業団地の状況（今回分譲後） 

区   分 埠 頭 区 域 工 業 用 地 公 共 用 地 計 

造 成 面 積 16.9ha 78.3ha 33.4ha 128.6ha 
処 
分 

分 譲 面 積 
16.9ha        58.7ha 

(うち今回分譲0.4ha) 

33.4ha 109.0ha 

長 期 貸 付 0.0ha 14.1ha 0.0ha 14.1ha 
未 処 分 面 積 0.0ha 5.5ha 0.0ha 5.5ha 

処 分 率 100.0% 93.0% 100% 96.7% 
  (注) 未分譲は３区画(5.5ha)のみ 

売却地 
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竹内工業団地の土地売買契約について（Ｌ物流株式会社） 
令和３年８月２０日  

企業局経営企画課  

  竹内工業団地の一部(境港市竹内団地133番地)について、Ｌ物流株式会社（本社：島根県安来市)と土地

売買契約を令和３年７月３１日に締結しました。 

 同社は、当該土地を１０年間(平成23年８月１日～令和３年７月31日)の長期貸付(事業用定期借地権)

により事業用地として使用していましたが、事業活動が軌道に乗り、今後も現在地で事業を継続していく

方針であることから、自社の財産とするため借地期間終了と同時に購入するものです。 

 

１ 売却先企業の概要 

（１） 名  称  Ｌ物流株式会社 

（２） 代 表 者  代表取締役 久保 徳明（くぼ のりあき） 

（３） 所 在 地  島根県安来市伯太町東母里１１８３－１７ 

（４） 業  種  一般貨物運送業 

（５） 従業員数  ５７０人（会社全体） 

２ 売却の内容 

（１） 売却面積  ３，４１４．２９㎡（境港市竹内団地１３３番地）  

（２） 用  途  車両基地、事務所 

（３） 売却金額  ３９，３３２，６２０円（＠１１，５２０円／㎡） 

（４） 支払方法  一括払い 

３ 売却地での事業概要 

（１） 事業内容  運送事業（主に食品関係、大手コンビニ向けが中心） 

（２） 投 資 額   土地取得のみ（現在の事業規模、雇用を継続） 

（３）  従業員数  ９０人 

 

【竹内団地(売却地付近)の平面図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

【参考】竹内工業団地の状況（今回分譲後） 

区   分 埠 頭 区 域 工 業 用 地 公 共 用 地 計 

造 成 面 積 16.9ha 78.3ha 33.4ha 128.6ha 

処 

分 
分 譲 面 積 16.9ha        59.0ha 

(うち今回分譲0.3ha) 
33.4ha 109.3ha 

長 期 貸 付 0.0ha 13.8ha 0.0ha 13.8ha 

未 処 分 面 積 0.0ha 5.5ha 0.0ha 5.5ha 

処 分 率 100.0% 93.0% 100% 95.7% 
  (注) 未分譲は３区画(5.5ha)のみ 

売却地 
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境港竹内工業団地１号地及び２号地の分譲について 
                               令和３年８月２０日 
                               企業局経営企画課 

 

境港竹内工業団地のうち、「境夢みなとターミナル」後背の１号地及び２号地の計 5.0ｈａにつ

いては、現在、地元からの「賑わいづくり」エリアとしての活用要望を踏まえ、分譲を保留して

いますが、このたび、境港市及び境港商工会議所から、当該地の分譲に関する地元の意向を下記

のとおりとしたいとの連絡がありました。 

ついては、１号地(3.1ha)及び２号地(1.9ha)の新たな分譲方針について、竹内工業団地企業誘

致推進会議委員会(副知事、境港市長、境港市商工会議所会頭で構成)で協議し合意を得た上で、

公募による分譲を開始することとします。 
 

１ 1、2号地分譲に関する地元の意向 (R3.6.22 境港市より報告) 

要  件 境港市及び境港商工会議所の地元意向 竹内工業団地企業誘致推進会議 

合意事項(H29.1.12) 

分譲先の業種 産業振興、雇用増加等地域経済の振興に寄与
する商業施設、工場、物流拠点などを設置す
る業種で景観を著しく損なわないもの（※１）  

賑わいづくりに相応(主に商業施設) 

分譲区画の規模 概ね、1.0ha(0.8ha～1.0ha)程度の分譲(※２) 
ただし、1号地の一部は成形のため小規模区画可 

5ha を 1 区画とし、原則、区割り分
譲はしない。 

 ※１ 法律(建築基準法等）や市条例で規制対象となっているものは除く。 

※２ 個別の分譲区画の形状、面積等については、上記の推進会議で協議する。 

 

２ 分譲方針変更の対象区域（紫のエリアが対象） 

    

 
３ 分譲方針変更の経緯 
○竹内工業団地の分譲区画は残り３区画(5.5ha)であり、このうち分譲保留中の１、２号地を除

くと１区画(0.5ha)のみとなって、企業の分譲希望に応えられない状況にある。 

 ○県西部地域では、分譲可能な工業用地が不足し、企業誘致や事業拡張の要望に十分応えられ

ない状況にあり、県及び境港市には、食品関連や運送業など複数の事業者から竹内工業団地

１、２号地への分譲希望が寄せられている。 

 ○地元による「賑わいづくり」創出に向けた動きも、これまでのところ具体的な成果はなく、また、

今後の見通しも立たない状況である。 
 
４ 今後のスケジュール 

・竹内工業団地企業誘致推進会議を開催し、分譲方針と区割り案を合意する。(開催時期等は要

調整) 

・上記合意に基づき、測量等準備作業の後、公募による分譲開始する。(事前に常任委員会へ報

告) 
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